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The Kansai Electric Power Co., Inc.

１．保安規定変更認可申請について
高浜発電所3号炉および4号炉の特定重大事故等対処施設等の設置を受けた、本保安規定
変更認可申請については、2020年4月17日に実施しており、申請内容は上流審査を踏まえ、
以下のとおり作成している。

【設置許可】
2014.12.25 設置変更許可 申請
2016. 9.21 設置変更許可 許可

【工事計画】
2017. 4.26 工事計画（特重一括）申請
2019. 8. 7 工事計画（特重一括）認可

【保安規定の変更内容】
上流審査の許可を踏まえて、保安規定は、「保安規定変更に係る基本⽅針」および先⾏の
特定重大事故等対処施設に係る保安規定審査の内容に基づき、上流審査にて確認された原
子炉施設の安全性が、運転段階においても継続して確保されていることを担保するために必要
な事項を定める。

（変更内容）
・特定重⼤事故等対処施設設置に伴う変更
・蓄電池（3系統⽬）の設置に伴う変更
・特重施設要員に対する有毒ガス防護要求に伴う変更
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２．本申請の主な変更内容

変更範囲 補足説明

第４章 第１０条 原子炉主任技術者の職務等 －

第１３条 運転員等の確保 ー

第１８条の５ 重大事故等発生時の体制の整備 ー

第１８条の６ 大規模損壊発生時の体制の整備 ー

第４５条 加圧器逃がし弁 ー

第５１条 蓄圧タンク －

第５６条 原子炉格納容器 －

第８５条
（８５－１０－１）

重大事故等対処設備（⽔素濃度低減） ー

第８５条の２ 特重施設を構成する設備 Ｐ4
参照

第８予条 予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合 －

Ø 高浜３，４号炉 特定重⼤事故等対処施設の設置等に伴う⾼浜発電所原⼦炉施設保安規定変更認可申請の各条⽂に
おける主な変更内容及び、「九州電⼒株式会社川内原⼦⼒発電所保安規定変更認可申請の結果の取りまとめについて」

（R2.3.18 規制委員会文書）の内容への対応について説明する。
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２．本申請の主な変更内容

変更範囲 補足説明
第９章 第１１５条 放射線計測器類の管理 －

第10章 第１３１条
第１３２条

所員への保安教育
請負会社従業員への保安教育

Ｐ10
参照

添付 ２ 火災、内部溢水、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準 ー

３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準（1.重大事故等対策） Ｐ7、P10
参照

重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準（2.大規模損壊対策） ー

5 保全区域図 ー

Ø その他、蓄電池（３系統目）の設置、緊急時制御室の運転員に対する有毒ガス防護要求に伴う変更

変更範囲 補足説明

第４章 第８５条
(８５－１５－４)

重大事故等対処設備
（蓄電池）

Ｐ13
参照

第８９条 予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合 Ｐ13
参照

添付 添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準 Ｐ13
参照

Ｐ14
参照
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３．高浜発電所３，４号炉での対応

［川内保安規定変更認可申請結果取りまとめの記載］
（１）特重施設を用いたＡＰＣ等による大規模損壊への対応

原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム
（以下「ＡＰＣ等」という。）による原子炉施設の大規模な損壊に対
応するため、特重施設の運用について以下のとおり定める。
① 設備の運⽤管理について、重⼤事故等対処設備（以下「ＳＡ設備」
という。）の場合と同様に、次のとおりとする。
a. 設計基準事故対処設備（以下「ＤＢ設備」という。）及びＳＡ設
備と兼用しない特重施設を構成する全ての設備について、新たにＬ
ＣＯ・ＡＯＴ等の設定対象とする。

b. 事故収束に必要な数量をＬＣＯとし、適⽤モードを１〜６（原⼦
炉格納容器（以下「ＣＶ」という。）内に燃料が存在する期間）と
する。

c. ＡＯＴは、代替するＤＢ／ＳＡ設備が動作可能な場合、最大で３０
⽇の延⻑を可能とする。なお、これらの設備については、地下階へ
の設置又は同一機能を有する複数設備の分散配置によりＡＰＣ等に
対する⼀定の耐性を有するとともに、特重施設と同程度の耐震性等
を有する設備を設定している。

［高浜3，4号炉での対応］
・特重施設を構成するDB設備及びSA設備と兼用しない設備について新たに

LCO・AOT等を設定。
・特重施設LCO逸脱時のAOT延⻑に係る考え⽅は以下のとおり。

（AOT延⻑の考え⽅）
特重施設が使用できない場合に、地下階への設置又は同一機能を有する複

数設備の分散配置等によりＡＰＣ等に対する一定の耐性を有するとともに、
特重施設と同程度の耐震性等を有する設備を代替設備として確保することで、
特重施設が運転上の制限を逸脱している期間においても、C/V防護機能に対
しての蓋然性を高めることが可能であるため、AOT30日を許容することがで
きる。
なお、代替措置実施時は以下のとおり対応する。

・同様の機能を持つ設備全てが動作可能であることを確認する。
・可搬型設備は、必要な補完措置により早期対応を実施できるよう準備する。

［川内申請概要］

Ø 高浜３，４号炉での対応の概要は以下のとおり
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３．高浜発電所３，４号炉での対応
［川内保安規定変更認可申請結果取りまとめの記載］
（１）特重施設を用いたＡＰＣ等による大規模損壊への対応

原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム（以下
「ＡＰＣ等」という。）による原子炉施設の大規模な損壊に対応するため、
特重施設の運用について以下のとおり定める。
② ＡＰＣ等に対処するために必要な措置の運用手順を追加する。

［高浜3，4号炉での対応］

○左記同様

［川内申請概要］

○ 保安規定 添付３
APC等による大規模損壊発生時における特重施設による対応に必要な措置の
運用手順
表－21 特重施設の準備操作の手順
表－22 原⼦炉冷却材圧⼒バウンダリの減圧操作の⼿順
表－23 原⼦炉内の溶融炉⼼の冷却の⼿順
表－24 原⼦炉格納容器下部に落下した溶融炉⼼の冷却の⼿順
表－25 原⼦炉格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減の⼿順
表－26 原子炉格納容器の過圧破損防止の手順
表－27 緊急時制御室の居住性に関する手順
表－28 電源設備の手順
表－29 計装設備の手順
表－30 通信連絡設備の手順
表－31 原⼦炉格納容器を⻑期的に安定状態に維持するための⼿順

保安規定の記載 添付３

特重施設による対応に必要な措置の運用手順

表－２１ 特重施設の準備操作の手順

表－２２ 原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作の手順

表－２３ 炉内の溶融炉心の冷却の手順

表－２４ 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却の手順

表－２５ 原子炉格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減の手順

表－２６ 原子炉格納容器の過圧破損防止の手順

表－２７ 緊急時制御室の居住性に関する手順

表－２８ 電源設備の手順

表－２９ 計装設備の手順

表－３０ 通信連絡設備の手順

表－３１ 原子炉格納容器を長期的に安定状態に維持するための手順
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３．高浜発電所３，４号炉での対応
［川内保安規定変更認可申請結果取りまとめの記載］
（２）重大事故等への対応における特重施設の活用
重大事故等時（以下「ＳＡ時」という。）に特重施設を活用するための
運用について、以下のとおり定める。
① ＳＡ時に特重施設を活用して効果が期待できる手順全てに、「特重施
設を用いた対応」を追加する。

［高浜3，4号炉での対応］

○左記同様
SA時に特重施設を活用して効果が期待できる手順全てに「特重施設を用

いた対応」を追加

［川内申請概要］

重大事故等の発生および拡大の防止に
必要な措置の運用手順等

重大事故等対策に用いる特重施設の機能

表－２
２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電
用原子炉を冷却するための手順等

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能

表－３
３．原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた
めの手順等

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能

表－４
４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電
用原子炉を冷却するための手順等

炉内の溶融炉心の冷却機能

表－６
６．原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能

表－７
７．原子炉格納容器の過圧破損を防止するため
の手順等

格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能

フィルタベントによる原子炉格納容器の減圧

表－８
８．原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する
ための手順等

炉内の溶融炉心の冷却機能

格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能

表－１４
１４．電源の確保に関する手順等

サポート機能（電源機能）

表－１５
１５．事故時の計装に関する手順等

サポート機能（計装設備）
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３．高浜発電所３，４号炉での対応
［川内保安規定変更認可申請結果取りまとめの記載］
（２）重大事故等への対応における特重施設の活用
重大事故等時（以下「ＳＡ時」という。）に特重施設を活用するための運用について、
以下のとおり定める。
② 重大事故等対処施設（以下「ＳＡ施設」という。）と特重施設の準備を同時に開始し、
特重施設の準備が早く完了すれば特重施設を⽤いた対応を優先する。その後、ＳＡ施設
の準備が完了すれば、⽔源の容量等を考慮し、特重施設を⽤いた対応からＳＡ施設によ
る対応に切替え、特重施設を待機状態とする。電源については、ＳＡ施設の電源の準備
が完了しても、原則特重施設の電源からの給電を継続する。
なお、特重施設による炉⼼注⼊を実施する際には、ＣＶ圧⼒が⼀定値に達した段階でＣ
Ｖスプレイへ切り替えを⾏うことにより、ＣＶ過圧破損防⽌対策に悪影響を及ぼさない
方針とする。

［高浜3，4号炉での対応］

○高浜3，4号炉における重大事故等対応時の特重施設の活用に
あたって、ＳＡ設備が健全であった場合の準備時間を考慮
した操作順序について、以下の考え方に基づき対応する。
（考え方）
ＳＡ対応の優先順位を「常設ＳＡ設備」→「特重施設」
→「可搬ＳＡ設備」の順に使用する。

（理由）
準備完了が輻輳した場合、初動対応を⾏う当直課⻑の
判断に混乱を生じる恐れがあるため、保安規定に以下の
とおり規定の上、社内標準にて優先順位を明確にする。

○高浜3，4号炉における重大事故等対応時の特重施設の活用に
あたって、特重施設による炉⼼注⽔からＣＶスプレイへ切
替える際の判断の基準を社内標準にて明確にする。

［川内申請概要］

川内︓・準備時間のみを考慮し、ＥＳ設備を使用開始し、ＳＡ設備の準備
完了後にＳＡ設備に切り替え。

・ＣＶ圧⼒が⼀定値に達した段階でＣＶスプレイへ切り替え。

保安規定の記載 添付３ 例）表－４

表－４
１．代替炉心注水
当直課長は、・・・
(1) 恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水
当直課長は、空冷式非常用発電装置より受電した恒
設代替低圧注水ポンプにより燃料取替用水タンク水等
を原子炉へ注水する。恒設代替低圧注水ポンプの水源
は、燃料取替用水または復水タンクを使用する。
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３．高浜発電所３，４号炉での対応
［川内保安規定変更認可申請結果取りまとめの記載］
（２）重大事故等への対応における特重施設の活用
重大事故等時（以下「ＳＡ時」という。）に特重施設を活用するための運用について、
以下のとおり定める。
③ ＣＶ過圧破損防止対策としては、ＣＶバウンダリを維持できるＳＡ施設のＣＶ再循環
ユニットを⽤いる対策を優先する。その上で、ＣＶ再循環ユニットが使⽤できる⾒込
みがない場合には、速やかに特重施設のフィルタベントを⾏う⼿順を整備する。

［高浜3，4号炉での対応］

○左記同様
ＣＶ過圧破損防止対策としては、ＣＶバウンダリを維持

できるＳＡ施設のＣＶ再循環ユニットが使用できない場合、
速やかに特重施設のフィルタベントを実施する。

［川内申請概要］
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３．高浜発電所３，４号炉での対応
［川内保安規定変更認可申請結果取りまとめの記載］
（３）教育・訓練
① ＡＰＣ等時に特重施設を⽤いるため、必要な⼒量を要員に付
与するための教育訓練を⾏うとともに、成⽴性の確認訓練等
を実施する。

［高浜3，4号炉での対応］
○左記同様
特重施設設置に伴う⼒量の付与のための訓練として保安規定に追加。

［川内申請概要］

保安規定の記載 添付３

ア 力量の付与のための教育訓練
(ｱ) 重大事故等対処設備を用いた大規模損壊対応
「添付３ 1.1(2)教育訓練の実施ア 力量の付与のための教育訓練」と同じ。

(ｲ)特重施設を構成する設備を用いたＡＰＣ等による大規模損壊対応
各課（室）長は、特重施設を構成する設備を設置もし くは改造する場合、特重施設
に係る運転上の制限が適用開始される日（使用前検査終了日等）までに、または特重
施設要員を新たに認定する場合は、第１３条第５項の体制に入るまでに以下の教育訓
練について、社内標準に基づき実施する。
ａ各課（室）長は、表－２１から表－３１に記載した対応手段を実施するために必要と

する手順について教育訓練項目を定め、緊急時対策本部要員および特重施設要
員の役割に応じた教育訓練を実施する。

保安規定上の位置づけ 教育訓練項目 対象要員※

ＳＡ 力量付与訓練 ・表１～１９に記載するＳＡの対応（特重SA活用含む） 運転員（当直員）
緊急時対策本部要員
緊急安全対策要員
特重施設要員

力量維持向上
訓練

・表１～１９に記載するＳＡの対応（特重SA活用含む）
・原子炉施設の挙動、事故時の対処等に係る知識

成立性確認訓練 ・中央制御室主体の操作に係る成立性確認
・技術的能力の成立性確認
・机上訓練による有効性評価の成立性確認
・現場訓練による有効性評価の成立性確認

運転員（当直員）
緊急時対策本部要員
緊急安全対策要員
特重施設要員

大規模 力量付与訓練 ・重大事故等対処設備を用いた大規模損壊対応
・特重施設を構成する設備を用いたＡＰＣ等による
大規模損壊対応（表２１～３１に記載する対応）
・その他の大規模損壊対応

運転員（当直員）
緊急時対策本部要員
緊急安全対策要員
特重施設要員
消火活動要員

力量維持向上
訓練

・重大事故等対処設備を用いた大規模損壊対応
・特重施設を構成する設備を用いたＡＰＣ等による
大規模損壊対応（表２１～３１に記載する対応）
・その他の大規模損壊対応
・原子炉施設の挙動、事故時の対処等に係る知識

成立性確認訓練 ・APC等時の成立性の確認訓練 特重施設要員

技術的能力の
確認訓練

・技術的能力の確認訓練 指揮者等
特重施設要員
消火活動要員

※︓要員の役割分担毎に必要な内容の教育訓練を実施

【保安規定上の教育訓練】
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３．高浜発電所３，４号炉での対応
［川内保安規定変更認可申請結果取りまとめの記載］
（３）教育・訓練
② ＡＰＣ等時以外のＳＡ時に特重施設を⽤いるため、ＳＡ時の⼒量の維持向上のた
めの教育訓練や成⽴性の確認訓練に、中央制御室、特重施設の緊急時制御室及び
緊急時対策所の連携訓練等を追加する。

［高浜3，4号炉での対応］

○連携訓練、成⽴性の確認訓練の実施については左記同様。

○特重施設要員の保安教育項目の相違
・高浜発電所の保安教育に関して、社員及び委託員に対して必
要な保安教育項目を設定。
また、特重施設の⽇常管理を⾏う要員（委託）に対しても

必要な保安教育を設定。
<川内との項目の違い>
① ⾼浜は「異常時対応教育」に以下の項⽬の必要な内容を
含み教育することとしている。
・原⼦炉物理・臨界管理（核分裂等の概要）
・シミュレータ訓練Ⅰ（操作時の連携）
・保守管理（特重施設の検査項⽬の概要）

②高浜は以下の項目について、当該業務を実施する必要があ
る要員に教育することしている。（⽇常管理を⾏う要員）
運転管理Ⅰ（ＬＣＯ等の理解）、巡視点検・定期試験Ⅰ

（理由）
異常時対応及び⽇常業務に必要な教育項⽬の整理に違いが
あるため。

［川内申請概要］
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３．高浜発電所３，４号炉での対応
［川内保安規定変更認可申請結果取りまとめの記載］
（３）教育・訓練
③ 上記の教育・訓練は、特重施設を含むＳＡ施設の使用開始前までに実施す
る。本件申請の特重施設の使⽤開始にあたっては、使⽤前検査に先⽴つ燃
料装荷までに、特重施設の設置に係る教育・訓練を全て実施する。なお、
必要な⼒量を有する要員が確保できない場合には、原⼦炉の運転を停⽌⼜
は停止を継続する。

［高浜3，4号炉での対応］

・基本的には左記同様の考え方
・⾼浜は「あらかじめの教育訓練」については認可済みであり、成⽴性
の実施時期に違いがある。
この差異を考慮し、特重施設要員に対するあらかじめの教育訓練につ
いても対応する。

⾼浜︓要員の⼒量認定前に成⽴性確認実施

（参考︓あらかじめの教育訓練の基本スタンス（SA設備））
［川内申請概要］

従
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全
要
員）
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練
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ス
訓
練

Ｌ
Ｃ
Ｏ
適
用
開
始

力
量
付
与
方
法
の

妥
当
性
検
証

力
量
認
定

・ホールドポイントのみ時間的成⽴性を評価

・ホールドポイントに加え、
個別手順についても時
間的成⽴性を評価

・シーケンス訓練参加者は複数班からランダムに選抜しており、選抜された要員が実施する個別⼿順の時間的成⽴
性に問題がなければ、全要員に対する⼒量付与のプロセスが正しく、その他の誰が実施しても時間的成⽴性を
確保することは可能であり、⼒量付与⽅法が妥当であると判断することができる。
・シーケンス訓練で成⽴性を確認できなかった（時間超過）場合、原因分析、必要な改善および再訓練等を実施
し、ＬＣＯ適⽤開始（使号使⽤前検査終了）までに、⼒量認定された要員を確保する。（別紙１）

訓
練
結
果
の
確
認

ＳＡ設備使用前の⼒量付与の流れ

Ｌ
Ｃ
Ｏ
適
用
開
始

原
子
炉
起
動

力
量
を
持
っ
た

要
員
を
確
保

力
量
を
持
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川内︓要員の⼒量認定後に成⽴性確認実施

保安規定 添付３ 記載内容

ア 力量の付与のための教育訓練
・・・・・

ｂ安全・防災室長は、特重施設を構成する設備を設置または改

造する場合、特重施設を構成する設備に係る運転上の制限が
適用開始される日（使用前検査終了日等）までに、ＡＰＣ等時の
成立性の確認訓練により、力量の付与方法の妥当性を確認す
る。
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３．高浜発電所３，４号炉での対応
［川内保安規定変更認可申請結果取りまとめの記載］
（４）その他保安規定審査基準の改正の反映
① ＳＡ時の手順に関する記載の適正化
ＳＡ時に的確かつ柔軟に対処することを妨げないよう、手順に関する詳細な事項は、
下部規定で定めることとし、対応手段、優先すべき操作の判断基準の基本的な考え
方及び重要な配慮事項を規定する。

② 事故収束に必要な臨機の措置の実施
発電所⻑（緊急時対策本部⻑）は、必要な場合には、あらかじめ定めた⼿順等によ
ることなく、事故収束に必要な措置を講じることができる旨を規定する。

［高浜3，4号炉での対応］

○左記同様
①ＳＡ時の手順に関する記載の適正化
手順着手の判断基準、優先順位に係る記載等を削除

添付３ 表－１の例

ただし、対応手段の実施の必要条件や悪影響防止の観点からの
留意事項等、必要な内容については、配慮すべき事項などの保
安規定の適切な箇所に記載する。

②事故収束に必要な臨機の措置の実施

［川内申請概要］

保安規定の記載 添付３

２．１ 体制の整備、教育訓練の実施および資機材の配備 ・・・
(1) 体制の整備
原子力防災管理者は、原子炉施設において、大規模損壊のような原
子力災害が発生するおそれがある場合または発生した場合に、・・・

・・・ 発電所に自らを本部長とする緊急時対策本部の体制を整え対処す
る。また、事故対処に必要な場合には、社内標準に定めた手順に限定
することなく、事故収束に必要な措置を講じる。

手順着手の判断基準、
優先順位に係る記載等を削除

手順着手の判断基準、
優先順位に係る記載等を削除
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保安規定の記載

添付３ 表－１４

４．蓄電池（3系統⽬）の設置に伴う変更
１．所内常設直流電源設備（３系統⽬）の変更概要

• 蓄電池（安全防護系用）２系列のうち、１系列において、想定外の枯
渇等による機能喪失があった場合に、給電開始する。

• 給電開始から２４時間に渡り給電可能となる。

・更なる信頼性を向上するため、設計基準事故対処設備の電源が喪失
（全交流動⼒電源喪失）した場合に、重⼤事故等の対応に必要な設備
に直流電⼒を供給するため、特に⾼い信頼性を有する３系統⽬の所内常
設直流電源設備として、蓄電池（３系統⽬）を設置。

項 目 運転上の制限

蓄電池（安全防護系用）および蓄電池（３系
統目）からの給電

蓄電池（安全防護系用）による電源系および蓄電池（３系統
目）による電源系が動作可能であること

適用モード 設 備 所要数

モード１、２、３、４、５、６および使用済
燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間

蓄電池（安全防護系用） １組

蓄電池（３系統目） １組

８５－１５－４ 蓄電池（安全防護系用）および蓄電池（３系統目）からの給電
(1) 運転上の制限

操作手順
１４．電源の確保に関する手順等

・・・
２．蓄電池（３系統目）による代替電源（直流）からの給電

当直課長は、全交流動力電源喪失時に、蓄電池（安全防護系用）により、直流母線電圧を維持できない場合は、蓄電
池（３系統目）による代替電源から給電する。あわせて、プラントの状態監視等に必要な直流負荷の切替えを行う。
３．可搬式整流器による代替電源（直流）からの給電

緊急時対策本部は、蓄電池（安全防護系用）および蓄電池（３系統目）の電圧が低下する前までに、代替電源（交流）お
よび可搬式整流器により非常用直流母線へ給電する。

①の設備構成を踏まえて、蓄電池（安全
防護系用）に加えて、蓄電池（3系統
目）の運転上の制限を設定する。
なお、全モード要求で1組しか保有し

ていないため、予防保全を適用する。

②の基本的な運用を踏まえて、新たに
蓄電池（安全防護系用）に加えて、蓄
電池（3系統目）の運用を手順に記載
する。

【①設備構成】 【②基本的な運用】 ※①・②図は、令和元年09月24日(火)
第777回審査会合の資料１－１より部分抜粋
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５．特重施設要員に対する有毒ガス防護要求に伴う変更

Ø有毒ガス防護に係る設置変更許可申請は、特重施設本体とは別に、令和２年１⽉２９⽇に変更許可を受け、⼯事計
画は特重施設本体の変更認可として令和２年３⽉３０⽇に認可を受けており、高浜３，４号炉の特重施設要員の有毒
ガス防護に係る内容も今回申請範囲としている。
Ø添付３の「⼿順書の整備」に特重施設要員の有毒ガス防護として、設置変更許可及び⼯事計画認可における運用事項
を保安規定に反映した。

可動源

固定源

固定源については、有毒ガス
濃度が判断基準値を下回る
ことから、対象発生源がない
場合のフローとなる。“有毒ガス影響

評価”は
実施不要

可動源については、
対象発生源を特定
せずに、6.1の対策
を取ることとする。

図︓有毒ガス影響評価ガイドの影響評価フロー

保安規定の記載

添付３

２．大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへ
の対応における事項

２．２ 手順書の整備
(5) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備およびその対応操作

エ ＡＰＣ等による大規模損壊発生時に特重施設による対応を行うた
めに必要な手順書

（中略）
(ｶ) 安全･防災室長および発電室長は、原子炉補助建屋等へのＡＰＣ
等の前兆事象を把握ができるか、それにより原子炉補助建屋等
へのＡＰＣ等により想定される重大事故等を引き起こす可能性が
あるかを考慮して、特重施設の機能の維持および事故の緩和対
策をあらかじめ検討しておき、前兆事象を確認した時点で事前の
対応ができる体制および手順を社内標準に定める。
ａ 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の操作を行うこ
とができるよう、特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度を
有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順と
体制を整備する。
固定源に対しては、有毒化学物質の確認、防液堤等の運
用管理および防液堤等の保守管理の実施ならびに大型航
空機衝突により有毒化学物質を内包する建屋損壊時の防
護具の着用により、特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度
を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。
可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、特重
施設要員が事故対策に必要な各種の操作を行うことができ
るようにする。
予期せぬ有毒ガスの発生においても、特重施設要員に対
して配備した防護具を着用することにより、事故対策に必要
な各種の操作を行うことができるよう手順と体制を整備する。

固定源

可動源

予期せぬ有毒ガス

１．特重施設要員に対する有毒ガス防護要求に伴う変更概要
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６．その他（附則（第１項、第２項、第３項））

附 則（ 年 月 日 平成２６原安管通達第３号－ ）
（施⾏期⽇）
第 １ 条 この通達は、 年 月 ⽇から施⾏する。→認可から１０日以内に施⾏する。
2. 本規定施⾏の際、使⽤前検査対象の特重施設に関連する規定および特重施設による対策を⾏う要員の確保に関連する規定（特

重施設要員の有毒ガス防護に関連する規定を含む）については、⼯事の計画に係る全ての⼯事が完了した時の⼯事の⼯程における
各原⼦炉施設に係る使⽤前検査終了⽇以降に適⽤することとし、それまでの間は従前の例による。
→５号検査終了により、特重施設を構成する設備のLCOおよび特重施設の体制に係る規定が適用

3. 本規定施⾏の際、使⽤前検査対象の蓄電池（３系統⽬）に関連する規定については、⼯事の計画に係る全ての⼯事が完了した時
の⼯事の⼯程における各原⼦炉施設に係る使⽤前検査終了⽇以降に適⽤することとし、それまでの間は従前の例による。
→ ５号検査終了により、蓄電池（３系統目）のLCOが適用
（蓄電池（３系統目）の機能確保にあたっては、特重施設側の火災防護設備、換気空調設備等の機能も必要であることから、特重施設と同日の適用を予定）

○適用開始時期の考え方
特重施設および蓄電池（３系統⽬）については、保安規定における設備および運⽤に関する条⽂（例︓特重施設を構成する
設備は第８5条の２、手順、体制は１３条、１８条の５，６）を、以下に示す附則のとおり、使用前検査（五号検査）の終了
日※以降、適⽤する。

※︓使⽤前検査⼯程変更により、3号と4号の使⽤前検査終了が同⼀時期とならない可能性があるため、現状の附則を変更する必要性がある場合、保安規定の補正申請
にて対応する。


